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(57)【要約】
【課題】コンクリート打設作業を円滑に行うことができ
、かつ、鉄骨梁の高さを高精度で位置決めできる位置決
め部材を提供すること。
【解決手段】位置決め部材１０は、下階柱２０Ａに鉄骨
梁３０が接合される複合柱梁架構１について、鉄骨梁３
０の下階柱２０Ａに対する高さを決定するものである。
位置決め部材１０は、鉄骨梁３０が載置されるボルト１
１と、このボルト１１が螺合される高ナット１２と、こ
の高ナット１２に設けられて下階柱２０Ａのフープ筋２
４に取り付けられる支持部材１３と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋コンクリート部材に鉄骨部材が接合される複合架構について、当該鉄骨部材の前記
鉄筋コンクリート部材に対する高さを決定する位置決め部材であって、
　前記鉄骨部材が載置されるボルトと、
　当該ボルトが螺合されるナットと、
　当該ナットに設けられて前記鉄筋コンクリート部材の鉄筋に取り付けられる支持部材と
、を備えることを特徴とする位置決め部材。
【請求項２】
　前記鉄筋コンクリート部材は、鉄筋コンクリート柱であり、
　前記ボルトは、当該鉄筋コンクリート柱の柱主筋位置よりも柱中心寄りに配置されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の位置決め部材。
【請求項３】
　前記ナットの上端面は、コンクリート打設面から露出することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の位置決め部材。
【請求項４】
　鉄筋コンクリート部材に鉄骨部材が接合される複合架構について、当該鉄骨部材の建方
を行う建方方法であって、
　前記鉄骨部材が載置されるボルトと、当該ボルトが螺合されるナットと、当該ナットに
設けられて前記鉄筋コンクリート部材の鉄筋に取り付けられる支持部材と、を備える位置
決め部材を用意し、
　鉄筋コンクリート部材の鉄筋を配筋し、型枠を建て込む工程と、
　前記鉄筋に位置決め部材を取り付ける工程と、
　前記型枠内にコンクリートを打設する工程と、
　前記ボルトの上に前記鉄骨部材を載せる工程と、を備えることを特徴とする建方方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置決め部材および建方方法に関する。詳しくは、鉄骨部材の鉄筋コンクリ
ート部材に対する高さを決定する位置決め部材、および、この位置決め部材を用いた建方
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、柱を鉄筋コンクリート造とし、梁を鉄骨梁とする複合柱梁架構の建物が知ら
れている（特許文献１参照）。
　このような建物の施工では、鉄筋コンクリート柱を構築し、この鉄筋コンクリート柱の
柱頭部に鉄骨梁を据え付けるが、このとき、鉄骨梁の高さ位置を精度よく管理することが
重要である。
【０００３】
　そこで、例えば、受け金物を用いて鉄骨梁の高さ位置を管理することが考えられる。
　受け金物は、例えば、型枠に取り付けた型枠連結ボルトと、このボルトに支持されて柱
ベース芯が予め穿孔されたプレートと、を備える（特許文献１参照）。
【０００４】
　この受け金物に設置方法は、例えば以下のようになる。
　まず、柱筋を配筋し、その後、この柱筋を囲んで柱型枠を建て込む。次に、この型枠に
鉄骨梁の受け金物の型枠連結ボルトを取り付けて、この型枠連結ボルトにプレートを取り
付ける。その後、柱型枠内にコンクリートを打設し、この受け金物の上に鉄骨梁を載せる
。
　あるいは、コンクリートを打設した直後に、受け金物をコンクリートに埋め込む。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５０７７８５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の受け金物を複合柱梁架構の構築に適用しようとすると、以下のよ
うな問題がある。
　すなわち、鉄筋コンクリート柱のコンクリート打設時には、この柱型枠の内部にコンク
リートホースを挿入してコンクリートを打設する。しかし、上述の受け金物のプレートは
、鉄筋コンクリート柱の略中心に配置されるので、このプレートがコンクリートホースに
干渉して、コンクリート打設作業を円滑に実施できないおそれがあった。
【０００７】
　また、受け金物の型枠連結ボルトを柱型枠に取り付けると、この型枠連結ボルトが柱筋
に干渉してしまい、実際には、受け金物を柱型枠に取り付けることは困難であった。
【０００８】
　また、コンクリートを打設した直後に受け金物をコンクリートに埋め込んだ場合には、
コンクリートの締まり具合によっては受け金物が沈み込んでレベルが下がったり、受け金
物が傾いたりするおそれがあった。
【０００９】
　本発明は、コンクリート打設作業を円滑に行うことができ、かつ、鉄骨梁の高さを高精
度で位置決めできる位置決め部材および建方方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の位置決め部材（例えば、後述の位置決め部材１０）は、鉄筋コンクリ
ート部材（例えば、後述の下階柱２０Ａ）に鉄骨部材（例えば、後述の鉄骨梁３０）が接
合される複合架構（例えば、後述の複合柱梁架構１）について、当該鉄骨部材の前記鉄筋
コンクリート部材に対する高さを決定する位置決め部材であって、前記鉄骨部材が載置さ
れるボルト（例えば、後述のボルト１１）と、当該ボルトが螺合されるナット（例えば、
後述の高ナット１２）と、当該ナットに設けられて前記鉄筋コンクリート部材の鉄筋（例
えば、後述のフープ筋２４）に取り付けられる支持部材（例えば、後述の支持部材１３）
と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　ここで、鉄骨部材としては、鉄骨梁や鉄骨柱が挙げられる。
　また、鉄筋コンクリート部材としては、鉄筋コンクリート柱が挙げられる。
【００１２】
　この発明によれば、位置決め部材を、ボルト、ナット、および支持部材を含んで構成し
、さらに、支持部材を鉄筋コンクリート部材の鉄筋に取り付けた。
　したがって、位置決め部材を確実に固定できる。また、位置決め部材が鉄筋の近傍に配
置されるので、この位置決め部材はコンクリート打設時にコンクリートホースに干渉しな
いから、コンクリート打設作業を円滑に行うことができる。
【００１３】
　また、コンクリートを打設した後、位置決め部材のボルトを回して、このボルトのナッ
トからの突出寸法を調整することで、鉄骨部材を高精度で位置決めできる。
【００１４】
　請求項２に記載の位置決め部材は、前記鉄筋コンクリート部材は、鉄筋コンクリート柱
であり、前記ボルトは、当該鉄筋コンクリート柱の柱主筋位置よりも柱中心寄りに配置さ
れることを特徴とする。
【００１５】
　この発明によれば、位置決め部材のボルトを、鉄筋コンクリート柱の柱主筋位置よりも



(4) JP 2015-101823 A 2015.6.4

10

20

30

40

50

柱中心寄りに配置したので、鉄骨部材の荷重が偏心荷重として鉄筋コンクリート柱に作用
するのを抑制できる。
　また、ボルトで支持された鉄骨部材の重量が鉄筋コンクリート柱の柱主筋で囲まれた部
分に加わるようにすることで、偏心軸力の影響で鉄筋コンクリート柱の外縁部に生じるコ
ンクリートの損傷やひびわれの発生を防止できる。
【００１６】
　請求項３に記載の位置決め部材は、前記ナットの上端面は、コンクリート打設面（例え
ば、後述のコンクリート打設面Ｃ）から露出することを特徴とする。
【００１７】
　この発明によれば、ナットの上端面をコンクリート打設面から露出させることで、コン
クリートの打設後に、ボルトを自在に回して、ボルトのナットからの突出寸法を調整する
ことで、鉄骨部材を所定の高さに位置決めできる。
【００１８】
　請求項４に記載の建方方法は、鉄筋コンクリート部材に鉄骨部材が接合される複合架構
について、当該鉄骨部材の建方を行う建方方法であって、前記鉄骨部材が載置されるボル
トと、当該ボルトが螺合されるナットと、当該ナットに設けられて前記鉄筋コンクリート
部材の鉄筋に取り付けられる支持部材と、を備える位置決め部材を用意し、鉄筋コンクリ
ート部材の鉄筋を配筋し、型枠を建て込む工程（例えば、後述のステップＳ１）と、前記
鉄筋に位置決め部材を取り付ける工程（例えば、後述のステップＳ２）と、前記型枠内に
コンクリートを打設する工程（例えば、後述のステップＳ３）と、前記ボルトの上に前記
鉄骨部材を載せる工程（例えば、後述のステップＳ５）と、を備えることを特徴とする。
【００１９】
　この発明によれば、上述の請求項１と同様の効果がある。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、位置決め部材を、ボルト、ナット、および支持部材を含んで構成し、
さらに、支持部材を鉄筋コンクリート部材の鉄筋に取り付けた。したがって、位置決め部
材を確実に固定できる。また、位置決め部材が鉄筋の近傍に配置されるので、この位置決
め部材はコンクリート打設時にコンクリートホースに干渉しないから、コンクリート打設
作業を円滑に行うことができる。また、コンクリートを打設した後、位置決め部材のボル
トを回して、このボルトのナットからの突出寸法を調整することで、鉄骨部材を高精度で
位置決めできる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る位置決め部材が取り付けられた複合架構の側断面図で
ある。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】前記実施形態に係る位置決め部材の平面図および側面図である。
【図４】前記実施形態に係る位置決め部材を用いて鉄筋コンクリート部材に鉄骨部材を取
り付ける手順のフローチャートである。
【図５】前記実施形態に係る位置決め部材を用いて鉄筋コンクリート部材に鉄骨部材を取
り付ける手順を説明するための図（その１）である。
【図６】前記実施形態に係る位置決め部材を用いて鉄筋コンクリート部材に鉄骨部材を取
り付ける手順を説明するための図（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る位置決め部材１０が取り付けられた複合柱梁架構１
の側断面図である。図２は、図１のＡ－Ａ断面図である。
　複合柱梁架構１は、鉄筋コンクリート部材としての鉄筋コンクリート造の下階柱２０Ａ
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と、この下階柱２０Ａの柱頭部に接合された鉄骨部材としての鉄骨梁３０と、下階柱２０
Ａの上に設けられた鉄筋コンクリート造の上階柱２０Ｂと、を備える。
【００２３】
　下階柱２０Ａおよび上階柱２０Ｂは、断面矩形状であり、コンクリート体２１と、この
コンクリート体２１に打ち込まれた柱筋２２と、を備える。
　柱筋２２は、略鉛直方向に延びる複数本の柱主筋２３と、これら柱主筋２３を囲んで上
下方向に所定間隔おきに設けられたフープ筋２４と、を備える。柱主筋２３は、柱２０Ａ
、２０Ｂの四隅に、それぞれ、３本ずつ設けられている。
【００２４】
　位置決め部材１０は、下階柱２０Ａの４つの側面のそれぞれに設けられている。各位置
決め部材１０は、フープ筋２４の内側に取り付けられて、これにより、下階柱２０Ａの柱
主筋２３の位置よりも柱中心寄りに配置される。
　鉄骨梁３０は、４本のＨ形鋼を接合したものであり、上下のフランジ３１と、これら上
下のフランジ３１を連結するウエブ３２と、を備える。
【００２５】
　図３は、位置決め部材１０の平面図および側面図である。
　位置決め部材１０は、この複合柱梁架構１について、鉄骨梁３０を下階柱２０Ａに取り
付ける際に、鉄骨梁３０の下階柱２０Ａに対する高さを決定するものである。
　この位置決め部材１０は、鉄骨梁３０が載置されるボルト１１と、このボルト１１が螺
合される高ナット１２と、この高ナット１２の下端に設けられて下階柱２０Ａの柱筋２２
に取り付けられる支持部材１３と、を備える。
【００２６】
　支持部材１３は、高ナット１２の下端に溶接固定されたプレート１４と、このプレート
１４に溶接固定された２本のひげ筋１５と、を備える。
　ひげ筋１５は、柱筋２２のフープ筋２４になまし線で結束固定されている。なお、これ
に限らず、ひげ筋１５をフープ筋２４に溶接固定してもよい。
【００２７】
　以下、下階柱２０Ａに鉄骨梁３０を取り付ける手順について、図４のフローチャートを
参照しながら説明する。
　まず、ステップＳ１では、図５に示すように、下階柱２０Ａの柱筋２２を配筋し、この
柱筋２２を囲んで柱型枠２５を建て込む。
【００２８】
　ステップＳ２では、図５に示すように、柱筋２２の４箇所に位置決め部材１０を取り付
ける。具体的には、ひげ筋１５を柱筋２２のフープ筋２４になまし線で結束固定すること
で、各位置決め部材１０を柱筋２２に取り付ける。
　ステップＳ３では、図５に示すように、柱型枠２５内に図５中破線Ｃの高さまでコンク
リートを打設する。これにより、高ナット１２の上端面がこのコンクリート打設面Ｃから
露出する。
【００２９】
　ステップＳ４では、図６に示すように、柱型枠２５を解体し、位置決め部材１０の高さ
寸法を調整する。具体的には、各位置決め部材１０のボルト１１を回して、ボルト１１の
高ナット１２からの突出寸法を調整し、ボルト１１の高さを所定の高さで揃える。
　ステップＳ５では、図６に示すように、鉄骨梁３０を取り付ける。具体的には、位置決
め部材１０のボルト１１の上に、鉄骨梁３０の下フランジ３１を載せる。
【００３０】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　（１）位置決め部材１０を、ボルト１１、高ナット１２、および支持部材１３を含んで
構成し、さらに、支持部材１３の２本のひげ筋１５を下階柱２０Ａのフープ筋２４に取り
付けた。
　したがって、位置決め部材１０を確実に固定できる。また、位置決め部材１０が柱筋２
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ホースに干渉しないから、コンクリート打設作業を円滑に行うことができる。
【００３１】
　また、コンクリートを打設した後、位置決め部材１０のボルト１１を回して、このボル
ト１１の高ナット１２からの突出寸法を調整することで、鉄骨梁３０を高精度で位置決め
できる。
【００３２】
　また、高ナット１２の下端に溶接固定されたプレート１４に２本のひげ筋１５を取り付
けることで、コンクリートを打設する前に、鉄骨梁３０を設置する所定高さにボルト１１
を設置できる。
【００３３】
　（２）位置決め部材１０のボルト１１を、下階柱２０Ａの柱主筋２３の位置よりも柱中
心寄りに配置したので、鉄骨梁３０の荷重が偏心荷重として下階柱２０Ａに作用するのを
抑制できる。
　また、ボルト１１で支持された鉄骨梁３０の重量が下階柱２０Ａの柱主筋２３で囲まれ
た部分に加わるようにすることで、偏心軸力の影響で下階柱２０Ａの外縁部に生じるコン
クリートの損傷やひびわれの発生を防止できる。
【００３４】
　（３）高ナット１２の上端面をコンクリート打設面Ｃから露出させることで、コンクリ
ートの打設後に、ボルト１１を自在に回して、ボルト１１の高ナット１２からの突出寸法
を調整することで、鉄骨梁３０を所定の高さに位置決めできる。
【００３５】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、本実施形態では、ひげ筋１５をフープ筋２４に直接取り付けたが、これに限ら
ず、フープ筋同士の間に段取筋を配筋し、この段取筋にひげ筋を取り付けてもよい。
【符号の説明】
【００３６】
　Ｃ…コンクリート打設面
　１…複合柱梁架構
　１０…位置決め部材
　１１…ボルト
　１２…高ナット
　１３…支持部材
　１４…プレート
　１５…ひげ筋
　２０Ａ…下階柱（鉄筋コンクリート部材）
　２０Ｂ…上階柱
　２１…コンクリート体
　２２…柱筋
　２３…柱主筋
　２４…フープ筋
　２５…柱型枠
　３０…鉄骨梁（鉄骨部材）
　３１…フランジ
　３２…ウエブ
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